　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（別紙）
飲食に当たっての協力依頼


水 　産 　庁


　水産庁では、関係団体との飲食において庁独自のルールを定め、その徹底を図ることにより、国家公務員の職務における倫理の保持と、関係団体との良好な関係の維持に努めることとしています。
水産庁の職員は、関係団体の皆様と飲食を共にする場合、次のとおり対応することとしておりますので、皆様の御理解と御協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。

１　水産庁の職員は、飲食代の支払処理を率先して行います。
２　水産庁の職員は、利害関係者の皆様と飲食を共にする場合には、自己の飲食に要した費用を自己負担したことが証明できる書類の写しを添付して水産庁漁政課に届出を行うとともに、当該書類を保管します。（５年間）
３　水産庁の職員は、政治家及び利害関係者との会食に参加した場合には、自己の飲食に要した費用の負担が、利害関係者による負担でないことを証明できる書類を添付して水産庁漁政課に届出を行います。
４　水産庁の職員は、利害関係者以外の皆様と飲食を共にする場合であっても、節度を持って行うこととし、自己の飲食に要した費用は自己負担することを心がけます。

【自己の飲食に要した費用を自己負担したことが証明できる提出書類の例】
（例１）
・　飲食店が発行する総額の領収書又はクレジットカードの支払証明書
・　総額の支払いを行った者が発行する自己負担分に係る領収書
・　参加者の人数及び氏名等を記録したメモ
（例２）
・　飲食店が個人宛ての領収書を発行する場合は、利害関係者を含む全員分
の領収書の写し
・　参加者の人数及び氏名等を記録したメモ
（例３）
・　会議後の懇親会等で、個人宛の領収書が発行されない場合に、主催者が
作成した、経費の総額、出席人員、水産庁各職員の自己負担額を記載した
経費計算書
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